
令和８年度 

長沼児童クラブ募集案内 
 

放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭で保育をすることができない児童に

対し、放課後及び土曜日・長期休業等の学校休業日に、適切な遊び及び生活の場を提供し、

その児童の健全な育成を図ることを目的とした事業です。令和８年４月１日から入会を希望

される方は、令和７年１１月２１日（金）までに児童センターぽっくるへ直接お申し込みく

ださい。 

なお、申請書類は、長沼町 URL（https://www.maoi-net.jp/kurashi/shinseisho_download/bunyabetsu/jido.html）

からダウンロードすることができます。 

※　上記期日以降にお申し込みされた場合は、４月１日から利用できない場合があります。 

 

１　児童クラブの所在地等　 

 

２　開会期間・時間・休会日　 

２－１　開会期間・時間 

※　ただし、午後６時００分以降は有料の延長利用となります（１時間１００円）。 
 

２－２　休会日 

(1) 日曜日、国民の祝日 

(2) 年末年始（１２月３１日から１月５日まで） 

(3) 災害、感染症等による学校の臨時休校日 

(4) その他休会を必要とする日 

 

３　対象児童　 

町内の小学校に就学し、保護者が次のいずれかに該当する家庭の児童が対象です。 

(1)昼間に居宅外で労働することを常態としていること。また、居宅内であっても、当該児　　

童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。 

(2) 妊娠中又は出産後間がないこと。 

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。 

(4) (3)と同様の障害を有する同居の親族を常時介護していること。 

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。 

(6) 就学、技能訓練中又は就職活動中であること。 

 

４　申請書類一覧　 

 

 

 

 所　在　地 電　話 定　員
 長沼町南町２丁目３番２号 

（児童センターぽっくる内）
0123-76-7461 １１２名

 
　期　間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

 
　平　日 放課後から午後７時００分まで

 
　土曜日・長期休業等 午前８時００分から午後７時００分まで

 (1)放課後児童クラブ入会申込書　
入会児童１人につき１枚の提出が必要です。 
原則すべての書類を揃えて提出してください。

なお、(2)及び(3)について、きょうだいで申請

の方は各１部で構いません。

 (2)就労証明書又は保育に欠ける申立書
 (3)預金口座振替依頼書
 (4)児童健康等生活調査票
 (5)同意書

https://www.maoi-net.jp/kurashi/shinseisho_download/bunyabetsu/jido.html


５　負担金について　 

５－１　負担金額について 

負担金額は、入会決定通知書にて通知します。また、延長利用をされた際は、別途負担金額

を通知します。 
 

５－２　納付について 

口座振替で納付いただきますようお願いします。利用月の末日（金融機関が休業日の場合は

翌営業日）に指定口座からの自動引き落としになりますので、口座振替日に残高不足にならな

いよう注意してください。 

※ 正当な理由なく負担金を滞納すると、退会していただく場合があります。 

 

５－３　所得による階層区分 

※　ただし、当月の１５日以前に退会した場合、又は当月の１６日以後に入会した場合の負担 

　金は、当月のみ２分の１となります。 

 

５－４　指定可能な金融機関 

・北海道銀行 

・ながぬま農業協同組合本所 

・空知信用金庫長沼支店 

※　「組勘」を指定の方は、「普通」に〇をつけて、新たに付与された７桁の番号を記入願 

　います。 

 

６　入会決定 

　　 申請書類により入会審査を行います。申請が定員数を大幅に超えた場合、低学年の児童の 

　　受け入れを優先する等、学年及び家庭状況によって入会を決定することがあります。なお、 

　　申請時点で負担金の未納がある方は入会決定できません。 

 

７　その他　 

　　・長沼小学校就学児童は、長沼小学校から児童センターまでスクールバスで登会します。 

　　・まおい学びのさと小学校就学児童は、まおい学びのさと小学校から児童センターまで公

共交通機関等によって登会します。 

　　・帰宅は保護者の迎えを基本としますが、長沼小学校就学児童でスクールバス通学の児童

のみ当該バスで帰宅することができます。また、土曜日・長期休業等は、保護者の送迎

を基本とします。 

・新１年生及び初めて入会される新２～６年生で希望される保護者を対象に入会説明会を

開催する予定です（３月頃予定）。 

・年度途中での利用の申請は随時受け付けています（状況により希望に添えない場合があ

ります）。

 
児童の属する世帯階層区分 負担金 

（月額）

延長負担金 

（１時間）  
階層区分 定義

 
A 生活保護法による被保護世帯 ０円 ０円

 
B

ひとり親世帯で当該年度分の市町村民税非課税世帯、所

得割非課税世帯
０円 ０円

 
C ひとり親世帯で当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 2,300 円 100 円

 
D

A～C 階層を除く世帯で、当該年度分の市町村民税非課税

世帯、所得割非課税世帯
1,700 円 100 円

 
E

A～C 階層を除く世帯で、当該年度分の市町村民税所得割

課税世帯
2,600 円 100 円


